
 

 

「
地
方
せ
ん
た
く
八
策
」 

来
る
べ
き
総
選
挙
は
、
明
治
以
来
の
中
央
集
権
型
の
統
治
構
造
を
根
本
か
ら
改
め
、
地
域
・
生
活
者
起
点

で
国
づ
く
り
を
行
う
「
真
の
政
権
選
択
選
挙
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
、
わ
れ
わ
れ
地
方
は

自
己
改
革
を
行
い
な
が
ら
、
こ
の
国
を
「
洗
濯
・
選
択
」
す
る
た
め
、
以
下
八
策
を
決
議
す
る
も
の
で
あ
り
、

志
あ
る
政
党
・
政
治
家
は
立
場
を
明
確
に
し
、
賛
同
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。 

一
策 

天
下
の
政
権
を
官
僚
か
ら
国
民
に
取
り
戻
す
こ
と
。
そ
の
た
め
、
多
様
で
自
立
し
た
「
地
方
政
府
」

を
確
立
す
る
こ
と
。
ま
た
、
憲
法
に
中
央
と
対
等
な
「
地
方
政
府
」
を
明
記
す
る
こ
と
。 

二
策 

中
央
集
権
型
の
陳
情
政
治
、
バ
ラ
マ
キ
型
の
補
助
金
政
治
と
決
別
す
る
こ
と
。
そ
の
た
め
、
国
か
ら

立
法
権
を
含
め
て
権
限
を
移
譲
し
、
人
材
と
税
財
源
を
地
方
に
明
け
渡
す
こ
と
。 

三
策 

行
政
の
無
駄
遣
い
を
な
く
す
こ
と
。
そ
の
た
め
、
国
の
出
先
機
関
・
外
郭
団
体
を
廃
止
・
縮
小
す
る

と
と
も
に
、
国
に
対
す
る
国
民
監
査
請
求
制
度
を
制
定
す
る
こ
と
。 

四
策 

首
長
は
、
裏
金
や
隠
れ
借
金
な
ど
を
明
ら
か
に
し
、
徹
底
し
て
自
治
体
改
革
を
断
行
す
る
こ
と
。
ま

た
、
権
力
に
執
着
す
る
な
れ
あ
い
型
の
多
選
は
自
ら
の
意
思
で
排
除
す
る
こ
と
。 

五
策 

首
長
と
地
方
議
会
は
、
あ
ら
ゆ
る
癒
着
を
排
除
す
る
こ
と
。
利
益
誘
導
的
な
口
利
き
・
斡
旋
を
禁
止

し
、
外
部
か
ら
の
働
き
か
け
は
す
べ
て
文
書
化
を
行
い
、
不
明
朗
な
労
使
慣
行
を
含
め
た
情
報
の
全

面
公
開
を
行
う
こ
と
。 

六
策 

地
方
議
会
は
、
そ
の
役
割
、
使
命
を
根
本
か
ら
見
直
す
こ
と
。
議
会
運
営
や
政
務
調
査
費
の
使
途
を

透
明
化
し
、
議
会
基
本
条
例
の
制
定
を
は
じ
め
、
あ
ら
ゆ
る
改
革
に
取
り
組
む
こ
と
。 

七
策 

地
域
・
生
活
者
起
点
の
住
民
自
治
を
確
立
す
る
こ
と
。
そ
の
た
め
、
住
民
投
票
や
住
民
参
画
の
拡
充

に
よ
り
、
住
民
が
主
役
と
な
る
地
域
づ
く
り
・
国
づ
く
り
を
進
め
る
こ
と
。 

八
策 

政
党
・
政
治
家
は
、
国
民
と
の
約
束
を
守
り
、
国
民
は
、「
お
ま
か
せ
民
主
主
義
」
を
捨
て
去
る
こ
と
。

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
選
挙
を
徹
底
し
、
国
民
の
「
選
択
」
に
よ
る
政
治
を
実
現
す
る
こ
と
。 

平
成
二
〇
年
九
月
二
十
八
日 

地
域
・
生
活
者
起
点
で
日
本
を
洗
濯
（
選
択
）
す
る
国
民
連
合
（
せ
ん
た
く
） 

「
地
方
政
府
創
造
会
議
」 


